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 令和６年７月１日（月）午後２時から、相生中学校において、第２回桐生市学校規模等適正化相生 

中学校区検討委員会を開催しました。 

 

第２回 相生中学校区検討委員会の協議内容 
 
 各中学校区の第１回検討委員会において、委員の皆様から、「学校規模による教育環境への影響」、

「小中一貫教育制度の概要」、「小中学校の施設概要一覧」について、認識を共有する必要があるとの

ご意見をいただきましたので、教育委員会は、新たに資料を作成しました。 

 第２回検討委員会では、教育委員会から追加資料を説明後、議題について協議が行われました。 

 

＜議題＞ 

・相生中学校区における学校規模等適正化の手法について 

 

＜主な意見＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な質問＞                   ＜教育委員会の回答＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
【裏面に続く】 

桐生市学校規模等適正化 

相生中学校区検討委員会だより 
                第 2 号 

 相生小は、令和 6 年度入学の通常学級の 1 年生が

35 人を切っているという現状にあります。この学年

が 3 年生になると、学級編制の基準（1 学級 35 人  

以下）により、1 学級になり、資料 5 の推計よりも 

早い令和 8 年度に、単学級が生じる見込みです。 

 現在、相生小と天沼小は、望ましい学校規模  

（1 学年 2 学級以上）を確保できており、問題ない

が、令和 11 年度に相生小に、令和 9 年度に天沼小に

単学級が生じる見込みです。 

 桐生市の公共交通に関する委員も務めており、 

おりひめバスの運行ルートなどについて、検討して

いる。その中で、例えば、相老駅から川内町方面 

へのバスや、新しくできた清桜高校行きのバスを 

増便しており、将来を見据えながら、バスの利便性

向上に取り組んでいる。 

 相生地区で児童生徒数が減っていると知り、 

そういった実感がなかったため、とても驚いて 

いる。 

 学校を統合する場合、学童教室がどうなるのかが

心配です。統合についての協議と並行して、考える

必要があると思う。 

 自分の立場で考えれば、住む地域から学校が 

なくなってしまうのは、嫌だと思っている。 

 隣接する中学校区検討委員会から、地域協議会の

設置を持ちかけられた場合、どのように対応する 

ことになるのか。 

 各中学校区検討委員会は、令和 7 年 3 月 31 日を

目安に、学校規模等適正化について、一定の  

方向性を決定することになります。 

 このため、隣接する中学校区検討委員会から、

地域協議会の編成要請がある場合、来年度以降に

地域協議会を設置し、協議を開始することになり

ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※意見や質問等の詳細については、ホームページに掲載した議事録をご覧ください。） 

 

＜今回決定した事項＞ 

 

 

 

 

相生中学校区検討委員会委員                    令和６年７月１日現在 

 中学校区検討委員会は、「桐生市立小中学校適正規模・適正配置基本方針（令和 5 年 3 月策定）」に

基づき、中学校区内の学校規模の適正化に必要な事項を検討するため、小学校及び中学校合同によ

り、中学校区単位で設置した検討委員会です。 
 

№ 氏  名 役 職 等 区  分 

1 新海 宏幸 桐生市立相生小学校ＰＴＡ顧問 

保護者の代表者 
2 近田 真紀 桐生市立天沼小学校ＰＴＡ顧問 

3 小川 利浩 桐生市立相生中学校ＰＴＡ会長 

4 中島 美奈  ※ 桐生市立相生保育園ＰＴＡ副会長 

5 豊田 英信 第 15 区区長代理 
住民自治組織の代表者 

6 新井 清一 相生町三丁目町会長 

7 中村 清 第 15 区区長 
学校評議員の代表者 

8 深沢 博行 相生地区青少年愛育運動協議会会長 

9 中村 悦夫 相生地区子ども会育成連絡協議会会長 青少年関係団体の代表者 

10 黒澤 ゆみ子 桐生市立相生小学校校長 

学校長 11 早川 留美子 ※ 桐生市立天沼小学校校長 

12 堀越 正樹  ※ 桐生市立相生中学校校長 

※印は、新委員                                      （敬称略）  

 

 

 

 

 

●お問い合わせ● 
桐生市教育委員会事務局 教育環境課 教育未来係 

住 所 桐生市織姫町１番１号 
電 話 ０２７７－４６－１１１１（内線６８５、６８６） 
ﾌｧｸｼﾐﾘ ０２７７－４６－１１０９ 
e-mail kyoikukankyo@city.kiryu.lg.jp  
https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/gakko/1022484/index.html 

 相生中学校区内の小学校に単学級が生じた場合に

は、相生小と天沼小の統合について、方向性を  

協議すれば良いのでしょうか。 

 資料 5 では、相生小と天沼小が統合した場合、 

今後、望ましい学校規模（1 学年 2 学級以上）を 

確保できる見込みです。 

 他市の学校との統合を考えても良いのか。  他市の学校との統合については、合意形成に 

時間を要することが想定されるため、難しいもの

と考えております。 

■ 学校規模や学校配置の適正化の手法について、協議を継続する。 

 小学校は、相生小と天沼小を統合すれば、   

望ましい学校規模（1 学年 2 学級以上）を確保   

できる。中学校は、望ましい学校規模（1 学年 3 学級

以上）ではないものの、単学級が生じることは  

なく、1 学年 2 学級の複数学級を確保できるため、 

現状のままでも良いと思う。 

 もし、相生中学校区の方向性を決定後、隣接する

中学校区から、地域協議会を設置したいという要請

があった場合、方向性を考え直すことになるのか。 

 相生中学校区検討委員会は、隣接する中学校区

検討委員会と地域協議会を編成し、中学校区間の

学校規模の適正化に必要な事項について、協議を

開始することになります。 


